
資料５ 

（仮称）浜松市感染症予防計画の策定について 

 

健康福祉部保健所生活衛生課 

 

１ 策定の趣旨・経緯 

 これまでの新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえ、次の感染症危機に備えるため、令和

4年 12 月に「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」（以下、感染症法）が

改正された。改正感染症法第 10 条に基づき定める予防計画について、より実効性のある計画と

するため、令和 5年 5月に国の基本指針が改正され、都道府県連携協議会の設置、保健・医療提

供体制に関する記載事項の充実、保健所体制、検査体制等の確保のため数値目標の設定などが新

たに定められ、保健所設置市にも予防計画の策定が義務付けられることとなった。 

 これを受けて、新たに設置される静岡県感染症対策連携協議会において、静岡県、両政令市の

予防計画について協議を行い、同時に改定される静岡県の予防計画を踏まえて、浜松市としての

予防計画を策定する。 

 

２ 施行日 

 令和 6年 4 月 1日施行予定  

 

３ 計画の概要 

 資料 5-1～5-4 のとおり 

 

４ 策定スケジュール 

時期 内容 

7 月 25 日 ・第 1回静岡県感染症対策連携協議会（県） 

 【協議】計画改定の進め方 

10 月 23 日 ・第 2 回保健医療審議会 

 【報告】計画の概要 

11 月 14 日 ・第 2回静岡県感染症対策連携協議会（県） 

 【協議】計画素案 

12 月 5 日 

 

12 月中旬～ 

1 月中旬 

・市議会厚生保健委員会 

 【報告】計画素案、パブリック・コメント実施 

・パブリック・コメント実施 

2 月 27 日 

 

2 月～3月 

・第 3 回静岡県感染症対策連携協議会（県） 

 【協議】計画策定 

・第 3 回保健医療審議会 

 【報告】パブリック・コメント実施結果、計画修正案 

3 月 ・市議会厚生保健委員会 

 【報告】パブリック・コメント実施結果、計画修正案 

・パブリック・コメント結果の公表 

・計画決定・公表 



第10条第14項（抜粋） 保健所設置市は県が定める予防計画に則して予防計画を策定しなければならない
第10条第6項（準用） 予防計画を定め、又は変更しようとするときは、連携協議会において協議しなければならない

静岡県が組織し、７/２５ 第１回開催
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（7/25第1回静岡県感染症対策連携協議会資料より）



（2/22厚労省自治体
説明会資料より）
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計画作成手引きより
★保健所設置市の該当項目
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（7/25第1回静岡県感染症対策連携協議会資料より）



「予防計画」の記載事項の充実等

現行の予防計画の記載事項 予防計画に追加する記載事項 体制整備の数値目標の例

１　【市】感染症の発生の予防・まん延防
止のための施策

２　医療提供体制の確保

・協定締結医療機関（入院）の確保病床数
・協定締結医療機関（発熱外来）の医療機関数
・協定締結医療機関（医療人材）の確保数
・協定締結医療機関（後方支援）の医療機関数
・協定締結医療機関（自宅療養者等への医療の提供）の医
療機関数
・協定締結医療機関（PPE）の備蓄数量

①（任意：市）情報収集、調査研究

②【市】検査の実施体制・検査能力の向上
・【市】検査の実施件数（実施能力）
・【市】検査設備の整備数

③【市】感染症の患者の移送体制の確保

④（任意：市）宿泊施設の確保 ・（任意：市）協定締結宿泊療養施設の確保居室数

⑤【市】宿泊施設・自宅療養体制の確保（医
療に関する事項を除く）

・協定締結医療機関（自宅療養者等への医療の提供）の医
療機関数（再掲）

⑥都道府県知事の指示権限・総合調整権限の
発動要件

⑦【市】人材の養成・資質の向上 ・【市】医療従事者や保健所職員等の研修・訓練回数

⑧【市】保健所の体制整備 ・【市】保健所業務を行う人員・IHEAT確保数

３　【市】緊急時の感染症の発生の予防・
まん延の防止、医療提供のための施策

※【市】緊急時における検査の実施のための
施策を追加
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